
 

高松市が行う電力調達契約に係る環境配慮方針の一部を改正する内規 

 

高松市が行う電力調達契約に係る環境配慮方針（平成２８年３月１１日施行）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

  

（入札参加資格の要件） 

第４条 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の

情報を開示（「電力の小売営業に関する指針」（平成２８年１月制

定・令和８年４月改訂経済産業省）に規定する電源構成等や非化石

証書の使用状況の適切な開示の方法に準拠しているものに限る。た

だし、新たに電力の供給に参入した電気事業者であって、電源構成

等を開示していないものについては、開示する日（電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づく小売電気事業

の登録を受けた日から１年以内の日に限る。）を明示することによ

り、開示したものとみなす。）しており、かつ、前条に定める環境

評価項目について、別紙「電力の調達契約に係る評価基準」（以下

「評価基準」という。）により算定した基本項目の得点の合計が７

０点以上の電気事業者が、入札参加資格を有する者とする。 

２ 略 

 

（入札参加資格の要件） 

第４条 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の

情報を開示（「電力の小売営業に関する指針」（平成２８年１月制

定・令和７年３月改訂経済産業省）に規定する電源構成等や非化石

証書の使用状況の適切な開示の方法に準拠しているものに限る。た

だし、新たに電力の供給に参入した電気事業者であって、電源構成

等を開示していないものについては、開示する日（電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づく小売電気事業

の登録を受けた日から１年以内の日に限る。）を明示することによ

り、開示したものとみなす。）しており、かつ、前条に定める環境

評価項目について、別紙「電力の調達契約に係る評価基準」（以下

「評価基準」という。）により算定した基本項目の得点の合計が７

０点以上の電気事業者が、入札参加資格を有する者とする。 

２ 略 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

  



 

附 則 

１ この内規は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の高松市が行う電力調達契約に係る環境配慮方針の規定は、この内規の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、

なお従前の例による。 


